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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月8日(2017.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の身体内の組織の中の１つまたは複数の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
を計画するシステムであって、
　ａ）前記患者の身体の解剖学的部分の１つまたは複数のイメージングモダリティからの
１つまたは複数の術前のイメージングデータセットをその内部に記憶するよう構成されて
いる記憶メモリデバイスであって、前記１つまたは複数のイメージングデータセットのう
ちの少なくとも１つが、１つまたは複数の拡散ＭＲＩデータセットである、記憶メモリデ
バイスと、
　ｂ）前記記憶メモリデバイスと通信するコンピュータプロセッサであって、
　　ｉ）前記１つまたは複数の術前のイメージングデータセットから、１つまたは複数の
前記組織への入口点および１つまたは複数のアプローチされるべき目標を含む、前記患者
の身体の前記解剖学的部分のボリュームの画像と関連データであって、前記関連データの
うちの少なくとも１つは、前記１つまたは複数の拡散ＭＲＩデータセットから生成される
前記解剖学的部分の前記ボリュームのトラクトグラフィである、画像と関連データを生成
し、
　　ｉｉ）前記ボリュームの前記画像と関連データを記憶するようにプログラムされてい
るコンピュータプロセッサと、
　ｃ）前記コンピュータプロセッサと通信するコンピュータ・ユーザインターフェースで
あって、
　　ｉ）外科的処置の間にアプローチされるべき前記１つまたは複数の目標のユーザの選
択を受信し、前記１つまたは複数の目標の位置を記憶し、
　　ｉｉ）前記ボリュームの前記画像と関連データを表示し、
　　ｉｉｉ）前記患者の組織への前記１つまたは複数の入口点のユーザの選択を受信し、
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　　ｉｖ）前記１つまたは複数の入口点から前記１つまたは複数の目標までの１つまたは
複数の可能性のある手術軌跡経路と、前記トラクトグラフィおよび前記解剖学的部分の前
記ボリューム内の選択されるその他の解剖学的特徴との相互作用を生成して表示し、
　　ｖ）前記１つまたは複数の可能性のある手術軌跡経路からの１つまたは複数の手術軌
跡経路のユーザの選択を受け入れ、
　　ｖｉ）前記１つまたは複数の手術軌跡経路を前記メモリデバイスに記憶する、コンピ
ュータ・ユーザインターフェースと、を備えるシステム。
【請求項２】
　患者の身体内の組織の中の１つまたは複数の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
を計画するシステムであって、
　ａ）前記患者の身体の解剖学的部分の１つまたは複数のイメージングモダリティからの
１つまたは複数の術前のイメージングデータセットをその内部に記憶するよう構成されて
いる記憶メモリデバイスであって、前記１つまたは複数のイメージングデータセットのう
ちの少なくとも１つが、１つまたは複数の拡散ＭＲＩデータセットである、記憶メモリデ
バイスと、
　ｂ）前記記憶メモリデバイスと通信するコンピュータプロセッサであって、
　　ｉ）前記１つまたは複数の術前のイメージングデータセットから、１つまたは複数の
前記組織への入口点および１つまたは複数のアプローチされるべき目標を含む、前記患者
の身体の前記解剖学的部分のボリュームの画像と関連データであって、前記関連データの
うちの少なくとも１つは、前記１つまたは複数の拡散ＭＲＩデータセットから生成される
前記解剖学的部分の前記ボリュームのトラクトグラフィである、画像と関連データを生成
し、
　　ｉｉ）前記ボリュームの前記画像と関連データを記憶するようにプログラムされてい
る、コンピュータプロセッサと、
　ｃ）前記コンピュータプロセッサと通信するコンピュータ・ユーザインターフェースで
あって、
　　ｉ）外科的処置の間にアプローチされるべき前記１つまたは複数の目標を前記プロセ
ッサから受信し、前記１つまたは複数の目標の位置を記憶し、
　　ｉｉ）トラクトグラフィ、および前記解剖学的部分の前記ボリュームのその他の画像
を前記１つまたは複数の目標の位置とともに表示し、
　　ｉｉｉ）前記患者の組織への前記１つまたは複数の入口点を前記プロセッサから受信
し、
　　ｉｖ）前記１つまたは複数の入口点から前記１つまたは複数の目標までの１つまたは
複数の可能性のある手術軌跡経路と、前記トラクトグラフィおよび前記解剖学的部分の前
記ボリューム内の選択されるその他の解剖学的特徴との相互作用を生成して表示し、
　　ｖ）前記１つまたは複数の可能性のある手術軌跡経路からの１つまたは複数の手術軌
跡経路のユーザの選択を受け入れ、
　　ｖｉ）１つまたは複数の手術軌跡経路を前記メモリデバイスに記憶する、コンピュー
タ・ユーザインターフェースと、を備えるシステム。
【請求項３】
　前記拡散ＭＲＩデータセットが、拡散テンソルイメージング（ＤＴＩ）、拡散強調イメ
ージング（ＤＷＩ）から成る群から選択される、請求項１または２のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項４】
　前記ボリュームおよび関連データの表示は、前記解剖学的部分の前記ボリュームのトラ
クトグラフィおよび画像を前記１つまたは複数の目標の位置とともに表示することをさら
に含む、請求項１または２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　生成される前記１つまたは複数のボリュームの画像と関連データのうちの少なくとも１
つにより、前記解剖学的部分の血管系の視覚表現が提供される、請求項１または２のいず
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れか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　２つ以上の前記ボリュームの画像と関連データが、互いに重なって仮想表現を生成する
、請求項１～８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　実施される前記トラクトグラフィの変調は、視覚の変調であり、透明度、色付け、外形
、および色の諧調のいずれか１つ、または、これらの組み合わせの形態をとり得る、請求
項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記記憶メモリデバイスが、１つまたは複数の仮想医療器具のデータベースを記憶する
ようさらに構成され、前記記憶デバイスと通信する前記コンピュータプロセッサが、前記
可能性のある手術軌跡経路に沿った前記医療器具の視覚表現を前記仮想医療器具のデータ
ベースから生成するようにさらにプログラムされている、請求項１～１２のいずれか一項
に記載のシステム。
【請求項９】
　手術目的が、前記仮想医療器具との交点、前記仮想医療器具の周辺、前記仮想医療器具
と束との間のカットオフ角度、束の長さ、束の端から前記仮想医療器具までの距離、前記
仮想医療器具の端からの距離、束の相対密度、前記仮想医療器具の長さに沿った束の位置
、前記解剖学的部分内の前記束の位置、前記解剖学的部分内の前記仮想医療器具の位置、
および前記解剖学的部分に対する束の方向のいずれか、または、それらの組み合わせであ
り得る、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　患者の身体内の組織の中の１つまたは複数の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路
を計画する、コンピュータ上で実行される方法であって、
　ａ）前記患者の身体の解剖学的部分の１つまたは複数のイメージングモダリティからの
１つまたは複数の術前のイメージングデータセットを記憶メモリデバイスに記憶するステ
ップであって、前記１つまたは複数のイメージングデータセットのうちの少なくとも１つ
が、１つまたは複数の拡散ＭＲＩデータセットである、ステップと、
　ｂ）コンピュータプロセッサを用いて、前記１つまたは複数のイメージングデータセッ
トを処理して、前記１つまたは複数の術前のイメージングデータセットから、１つまたは
複数の前記組織への入口点、および１つまたは複数のアプローチされるべき目標を含む、
前記患者の身体の前記解剖学的部分のボリュームの１つまたは複数の画像と関連データを
生成するステップであって、前記関連データのうちの少なくとも１つは、前記１つまたは
複数の拡散ＭＲＩデータセットから生成される前記解剖学的部分の前記ボリュームのトラ
クトグラフィである、ステップと、
　ｃ）前記ボリュームの前記画像と関連データを記憶メモリデバイスに記憶するステップ
と、
　ｄ）コンピュータ・ユーザインターフェースを通して、外科的処置の間にアプローチさ
れるべき前記１つまたは複数の目標の位置のユーザの選択を受信し、前記１つまたは複数
の目標の位置を前記記憶メモリデバイスに記憶するステップと、
　ｅ）前記画像と関連データボリュームを表示するステップと、
　ｆ）コンピュータ・ユーザインターフェースを通して、前記患者の組織への前記１つま
たは複数の入口点のユーザの選択を受信するステップと、
　ｇ）前記１つまたは複数の入口点から前記１つまたは複数の目標までの１つまたは複数
の可能性のある手術軌跡経路と、前記トラクトグラフィおよび前記解剖学的部分の前記ボ
リューム内のその他の選択される解剖学的特徴との相互作用と、を表示するステップと、
　ｈ）コンピュータ・ユーザインターフェースを通して、前記１つまたは複数の可能性の
ある手術軌跡経路からの１つまたは複数の手術軌跡経路のユーザの選択を受け入れるステ
ップと、
　ｉ）前記１つまたは複数の手術軌跡経路を前記記憶メモリデバイスに記憶するステップ
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と、を含む方法。
【請求項１１】
　前記ボリュームおよび関連データを表示するステップには、トラクトグラフィおよび前
記解剖学的部分の前記ボリュームのその他の画像を前記１つまたは複数の目標の位置とと
もに表示することがさらに含まれる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　生成される前記１つまたは複数のボリュームの画像と関連データのうちの少なくとも１
つにより、前記解剖学的部分の血管系の視覚表現が提供される、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記解剖学的部分が、人間の患者の脳である、請求項１０～１２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１４】
　生成される前記１つまたは複数のボリュームの画像と関連データのうちの少なくとも１
つにより、前記脳の溝の視覚表現が提供される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　２つ以上のボリュームの画像と関連データが、互いに重なって仮想表現を生成する、請
求項１０～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　実施される前記トラクトグラフィの変調のタイプは、視覚の変調であり、透明度、色付
け、外形、および色の諧調のいずれか１つ、または、これらの組み合わせの形態をとり得
る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　手術目的に従って、前記変調が行われる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記記憶メモリデバイスが、１つまたは複数の仮想医療器具のデータベースを記憶する
ようさらに構成され、前記記憶デバイスと通信する前記コンピュータプロセッサが、点別
手術軌跡経路に沿った前記医療器具の視覚表現を前記仮想医療器具のデータベースから生
成するようさらにプログラムされる、請求項１０～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　手術目的が、前記仮想医療器具との交点、前記仮想医療器具の周辺、前記仮想医療器具
と束との間のカットオフ角度、束の長さ、束の端から前記仮想医療器具までの距離、前記
仮想医療器具の端からの距離、束の相対密度、前記仮想医療器具の長さに沿った束の位置
、前記解剖学的部分内の前記束の位置、前記解剖学的部分内の前記仮想医療器具の位置、
および前記解剖学的部分に対する束の方向のいずれか、または、それらの組み合わせであ
り得る、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　患者の身体内の組織中の１つまたは複数の目標までの１つまたは複数の手術軌跡経路を
計画するためのコンピュータプログラムが内部に記憶されているコンピュータ可読記憶媒
体であって、前記コンピュータプログラムは、コンピュータ上で実行されると、
　ａ）前記患者の身体の解剖学的部分の１つまたは複数のイメージングモダリティからの
１つまたは複数の術前のイメージングデータセットを記憶メモリデバイスに記憶するステ
ップであって、前記１つまたは複数のイメージングデータセットのうちの少なくとも１つ
が、１つまたは複数の拡散ＭＲＩデータセットである、ステップと、
　ｂ）コンピュータプロセッサを用いて、前記１つまたは複数のイメージングデータセッ
トを処理するステップであって、前記１つまたは複数の術前のイメージングデータセット
から、１つまたは複数の前記組織への入口点、および１つまたは複数のアプローチされる
べき目標を含む、前記患者の身体の前記解剖学的部分のボリュームの１つまたは複数の画
像と関連データを生成するステップであって、前記関連データのうちの少なくとも１つは
、前記１つまたは複数の拡散ＭＲＩデータセットから生成される前記解剖学的部分の前記
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ボリュームのトラクトグラフィである、ステップと、
　ｃ）前記ボリュームの前記画像と関連データを記憶メモリデバイスに記憶するステップ
と、
　ｄ）コンピュータ・ユーザインターフェースを通して、外科的処置の間にアプローチさ
れるべき前記１つまたは複数の目標の位置のユーザの選択を受信し、前記１つまたは複数
の目標の位置を前記記憶メモリデバイスに記憶するステップと、
　ｅ）前記画像と関連データボリュームを表示するステップと、
　ｆ）コンピュータ・ユーザインターフェースを通して、前記患者の組織への前記１つま
たは複数の入口点のユーザの選択を受信するステップと、
　ｇ）前記１つまたは複数の入口点から前記１つまたは複数の目標までの１つまたは複数
の可能性のある手術軌跡経路と、前記トラクトグラフィおよび前記解剖学的部分の前記ボ
リューム内のその他の選択される解剖学的特徴との相互作用と、を表示するステップと、
　ｈ）コンピュータ・ユーザインターフェースを通して、前記１つまたは複数の可能性の
ある手術軌跡経路からの１つまたは複数の手術軌跡経路のユーザの選択を受け入れるステ
ップと、
　ｉ）前記１つまたは複数の手術軌跡経路を前記記憶メモリデバイスに記憶するステップ
と
を含むステップをプログラムされている、コンピュータ可読記憶媒体。
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